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頁 現行（2025年 5月修正）   修正（2026年 2月修正案） 備考 

 第 1編 総則 第 1編 総則  

 第 2章 基本理念及び重点を置くべき事項 第 2章 基本理念及び重点を置くべき事項  

 第 1節 防災の基本理念 第 1節 防災の基本理念  

 

3 

（略） 

県、市町村を始めとする各防災関係機関は、過去の災害から得られた

教訓を踏まえ、適切な役割分担及び相互の連携協力の下、それぞれの機

関の果たすべき役割を的確に実施していくとともに、多様な主体が自発

的に行う防災活動を促進し、県民や事業者、自主防災組織、ボランティア 

等と一体となって取組を進めていかなければならない。 

（追加） 

 

 

 

（略） 

（略） 

県、市町村を始めとする各防災関係機関は、過去の災害から得られた

教訓を踏まえ、適切な役割分担及び相互の連携協力の下、それぞれの機

関の果たすべき役割を的確に実施していくとともに、多様な主体が自発

的に行う防災活動を促進し、県民や事業者、自主防災組織、ボランティア 

等と一体となって取組を進めていかなければならない。 

さらに、県及び市町村は、内閣府等と連携して、避難生活に必要な物資

の備蓄、避難生活環境の整備、地域のボランティア人材の確保・育成や災

害発生時における官民連携の強化など、地域防災力の向上に努めるもの

とする。 

（略） 

防災基本計

画を踏まえ

た修正 

 

 第 3章 各機関の処理すべき事務又は業務の大綱 第 3章 各機関の処理すべき事務又は業務の大綱  

 第 2節 処理すべき事務又は業務の大綱 第 2節 処理すべき事務又は業務の大綱  

7 3 指定地方行政機関 

 

3 指定地方行政機関 

 

指定地方行

政機関への

指定を踏ま

えた修正 

 第 2編 災害予防 第 2編 災害予防  

 第 1章 防災協働社会の形成推進 第 1章 防災協働社会の形成推進  

 第 1節 防災協働社会の形成推進 第 1節 防災協働社会の形成推進  

 

19 

（略） 

3 住民及び事業者による地区内の防災活動の推進 

（1）市町村内の一定の地区内の住民及び当該地区に事業所を有する事業

（略） 

3 住民及び事業者による地区内の防災活動の推進 

（1）市町村内の一定の地区内の住民及び公共的団体又は民間の団体は、

防災基本計

画を踏まえ

た修正 
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頁 現行（2025年 5月修正）   修正（2026年 2月修正案） 備考 

者は、当該地区における防災力の向上を図るため、共同して、防災訓

練の実施、物資等の備蓄、高齢者等の避難支援体制の構築等自発的な

防災活動の推進に努めるものとする。この場合、必要に応じて、当該

地区における自発的な防災活動に関する計画を作成し、これを地区防

災計画の素案として市町村防災会議に提案するなど、当該地区の市町

村と連携して防災活動を行うこととする。 

（略） 

当該地区における防災力の向上を図るため、共同して、防災訓練の実

施、物資等の備蓄、高齢者等の避難支援体制の構築等自発的な防災活

動の推進に努めるものとする。この場合、必要に応じて、当該地区に

おける自発的な防災活動に関する計画を作成し、これを地区防災計画

の素案として市町村防災会議に提案するなど、当該地区の市町村と連

携して防災活動を行うこととする。 

（略） 

 第 2節 消防団、自主防災組織の育成強化・ボランティアとの連携 第 2節 消防団、自主防災組織の育成強化・ボランティアとの連携  

19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 

1 県（防災安全局、関係局）及び市町村における措置 

（略） 

（2）自主防災組織の推進 

（略） 

イ 自主防災組織等の環境整備 

県及び市町村は、自主防災組織の育成・強化を図り、消防団とこれら

の組織との連携等を通じて、地域コミュニティの防災体制の充実を図

るものとする。また、研修の実施等による防災リーダーの育成、多様な

世代が参加できるような環境の整備等により、これらの組織の日常化、

訓練の実施を促すものとする。 

（追加） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（3）防災ボランティア活動の支援 

ア ボランティアコーディネーターの確保 

   県及び市町村は、大地震により行政、県民、自主防災組織などに対応

困難な災害が発生した場合に、ボランティアがその力を十分に発揮する

1 県（防災安全局、関係局）及び市町村における措置 

（略） 

（2）自主防災組織の育成強化 

（略） 

イ 自主防災組織等の環境整備 

県及び市町村は、自主防災組織の育成・強化を図り、消防団と自主防

災組織や防災士等の多様な主体との連携等を通じて、地域コミュニ

ティの防災体制の充実を図るものとする。また、研修の実施等による

防災リーダーの育成、多様な世代が参加できるような環境の整備等に

より、これらの組織の日常化、訓練の実施を促すものとする。 

ウ 防災リーダーの養成とネットワーク化の推進 

（ｱ）防災リーダーの養成 

   県及び市町村等は、地域防災の中心として情報の収集や伝達・発信

を行える災害に対する知識や防災活動の技術を習得した地域の実践

的リーダーの養成に努めるものとする。 

（ｲ）防災リーダーのネットワーク化の推進 

  防災リーダーが、各々の地域において自主防災活動を展開するのを

支援するため、県及び市町村は、防災リーダーの継続的な資質向上に

努めるとともに、防災リーダーのネットワーク化を推進する。 

 また、防災リーダーが地域や企業等の自主防災活動等において円滑

な活動ができるよう、県は啓発用資機材などを整備し、市町村は防災

リーダーを積極的に活用するものとする。 

（3）防災ボランティア活動の環境整備・連携体制の強化 

ア 防災ボランティア活動の普及・啓発 

    県及び市町村は、ボランティア活動に対する意識を高めるとともに、

災害時にボランティア活動を行いやすい環境づくりを進めるために、

防災基本計

画を踏まえ

た修正、 

「あいち広

域ボラン

ティア・Ｎ

ＰＯ支援本

部」の設置

に伴う修正 

及び 

記載場所の

整理 
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頁 現行（2025年 5月修正）   修正（2026年 2月修正案） 備考 

ため、ボランティアと被災地からの支援要請との調整役となるボラン

ティアコーディネーター（以下「コーディネーター」という。）の確保に

努めるものとする。 

 

 

イ 防災ボランティア活動の環境整備 

県及び市町村は、社会福祉協議会、日本赤十字社及びＮＰＯ・ボラン

ティア等（以下「ＮＰＯ・ボランティア関係団体等」という。）との連

携を図るとともに、災害中間支援組織（ＮＰＯ・ボランティア等の活動

支援や活動調整を行う組織）を含めた連携体制の構築を図り、災害時

においてボランティアの活動が円滑に行われるよう活動環境の整備を

図る。  

（追加） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（4）連携体制の確保 

日頃から地域の防災関係者間の連携を取ることが重要である。そのため、

県及び市町村は、平常時から自主防災組織、ＮＰＯ・ボランティア関係団

体等との連携を進めるとともに、災害時には多様な分野のＮＰＯ等とも

協力体制を確保できるよう連携体制の整備に努めるものとする。 

普及・啓発活動を行う。特に、「防災とボランティアの日」及び「防災

とボランティア週間」においては、防災ボランティアフェアの開催な

どの広報・啓発活動を行うように努めるものとする。また、若年層の活

動がとりわけ期待されていることから、教育委員会や学校等と連携し、

学生等が日常生活で災害について学ぶ機会を充実させるものとする。 

イ ボランティアによる防災活動への参加促進 

 県及び市町村は、ボランティア休暇の取得の促進その他のボラン

ティアによる防災活動への県民の参加を促進するため必要な措置を講

ずるものとする。 

 県は、防災ボランティア活動基金を設置し、防災ボランティアの災

害時の活動を支援するものとする。 

 

ウ 避難所運営等に取り組むボランティア人材の育成・確保 

県及び市町村は、ＮＰＯ・ボランティア等と連携して、避難生活リー

ダー/サポーター等の避難所運営・避難生活支援に取り組む地域のボラ

ンティア人材の育成・確保に努めるものとする。 

エ ボランティアコーディネーターの確保 

県及び市町村は、行政、県民、自主防災組織などに対応困難な災害が

発生した場合に、ボランティアがその力を十分に発揮するため、ボラ

ンティアと被災地からの支援要請との調整役となるボランティアコー

ディネーター（以下「コーディネーター」という。）の確保に努めるも

のとする。 

このため、県及び市町村等は、コーディネーターの養成に努めると

ともに、養成したコーディネーターに対し、コーディネートの知識・技

術の向上を図るためのレベルアップ研修等を実施する。 

なお、市町村等は、養成したコーディネーターに県が実施するレベ

ルアップ講座等を受講させるものとする。 

（削除） 

20 2 県（防災安全局、関係局）における措置 

（略） 

2 県（防災安全局、関係局）における措置 

（略） 

防災基本計

画を踏まえ
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頁 現行（2025年 5月修正）   修正（2026年 2月修正案） 備考 

（3）災害中間支援組織の育成等（追加） 

  県は、災害発生時における（追加）官民連携体制の強化を図るため、

（追加）県域において活動を行う災害中間支援組織（追加）の育成に努

めるとともに、本計画等において、当該災害中間支援組織や県域におい

て災害ボランティアセンターの運営を支援する者（県社会福祉協議会

等）との役割分担等をあらかじめ定めるよう努めるものとする。 

（略） 

（追加） 

 

 

 

 

 

 

 

 

（3）災害中間支援組織の育成等受援体制の構築・強化 

  県は、災害発生時におけるボランティアの円滑な受入れ及びボラン

ティアの効果的な活動を担保するとともに、官民連携体制の強化を図る

ため、平常時からＮＰＯ・ボランティア関係団体等と連携して、県域に

おいて活動を行う災害中間支援組織であるあいち広域ボランティア・Ｎ

ＰＯ支援本部の育成に努めるとともに、本計画等において、当該災害中

間支援組織や県域において災害ボランティアセンターの運営を支援す

る者（県社会福祉協議会等）との役割分担等をあらかじめ定めるよう努

めるものとする。  

  また、あいち広域ボランティア・ＮＰＯ支援本部の設置場所や資機材

の確保、コーディネーターの派遣等の手続きの整備、立ち上げ、運営に

係る訓練の実施など受援体制の構築・強化を図る。  

  さらに県及び市町村は、行政・ＮＰＯ・ボランティア等の三者で連携

し、ボランティア活動や避難所運営等に関する研修や訓練、災害時にお

ける防災ボランティア活動の受入れや調整を行う体制、防災ボランティ

ア活動の拠点の確保、活動上の安全確保、被災者ニーズ等の情報提供方

策等について整備を推進する。  

  また、そのための意見交換を行う情報共有会議の整備・強化を、研修

や訓練を通じて推進するものとする。 

（4）連携体制の確保  

   県は、社会福祉協議会、日本赤十字社及びＮＰＯ・ボランティア等（以

下「ＮＰＯ・ボランティア関係団体等」という。）との連携を図るととも

に、県域における災害中間支援組織（ＮＰＯ・ボランティア等の活動支

援や活動調整を行う組織）であるあいち広域ボランティア・ＮＰＯ支援

本部を含めた連携体制の構築を図るものとする。  

   また、災害時においてボランティアの活動が円滑に行われるよう登録

被災者援護協力団体との平時からの連携強化に努め、活動環境の整備を

図るものとする。  

（5）愛知県防災ボランティアグループ登録制度の活用 

   県は、大規模な災害が発生し、応急対策に必要な人員が不足した場合

に備え、あらかじめ被災地に救援の手を差し延べる意思のあるグループ

を募集して愛知県防災ボランティアグループとして登録し、災害発生に

伴う情報収集員が不足したときに無線ボランティアの協力を得るほか、

被災地における輸送・一般作業の協力を得ることとする。 

た修正、 

「あいち広

域ボラン

ティア・Ｎ

ＰＯ支援本

部」の設置

に伴う修正 

及び 

記載場所の

整理 
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頁 現行（2025年 5月修正）   修正（2026年 2月修正案） 備考 

20 3 市町村における措置 

（1）防災関係団体ネットワーク化 

  市町村は、自主防災組織がＮＰＯ・ボランティア関係団体等、消防団、

女性消防(防火)クラブ、企業、学校、防災ボランティア団体など防災関

係団体同士と顔の見える密接な関係（ネットワーク）を構築することを

推進するため、ネットワーク化を図る防災訓練に取り組むなど必要な事

業の実施、支援及び指導に努めるものとする。 

（追加） 

 

 

（2）災害ボランティアセンター 

  市町村は、災害発生時における（追加）官民連携体制の強化を図るた

め、（追加）市町村地域防災計画等において、災害ボランティアセンター

を運営する者（市町村社会福祉協議会等）との役割分担等を定めるよう

努めるものとする。 

 

 

 

 

  特に災害ボランティアセンターの設置予定場所については、市町村地

域防災計画に明記する、相互に協定を締結する等により、あらかじめ明

確化しておくよう努めるものとする。 

（略） 

3 市町村における措置 

（1）防災関係団体ネットワーク化  

  市町村は、自主防災組織がＮＰＯ・ボランティア関係団体等、消防団、

女性消防(防火)クラブ、企業、学校、防災ボランティア団体など防災関

係団体同士と顔の見える密接な関係（ネットワーク）を構築することを

推進するため、ネットワーク化を図る防災訓練に取り組むなど必要な事

業の実施、支援及び指導に努めるものとする。  

  また、災害時においてボランティアの活動が円滑に行われるよう登録

被災者援護協力団体との平時からの連携強化に努め、活動環境の整備を

図るものとする。  

（2）災害ボランティアセンター  

  市町村は、災害発生時におけるボランティアの円滑な受入れ及びボラ

ンティアの効果的な活動を担保するとともに、官民連携体制の強化を図

るため、災害ボランティアセンターの設置場所や資機材の確保、コー

ディネーターの派遣等の手続きの整備、立ち上げ、運営に係る訓練の実

施など受援体制の構築・強化を図る。  

 また、市町村地域防災計画等において、災害ボランティアセンターを

運営する者（市町村社会福祉協議会等）との役割分担等を定めるよう努

めるものとする。  

 特に災害ボランティアセンターの設置予定場所については、市町村地

域防災計画に明記する、相互に協定を締結する等により、あらかじめ明

確化しておくよう努めるものとする。 

（略） 

防災基本計

画を踏まえ

た修正 

及び 

記載場所の

整理 

21 

 

 

 

22 

5 防災リーダーの養成とネットワーク化の推進 

（略） 

6 ボランティアの受入体制の整備及び協力・連絡体制の推進 

（略） 

7 愛知県防災ボランティアグループ登録制度の活用 

（略） 

（削除） 記載場所の

整理 

 第 4章 事故・火災等予防対策 第 4章 事故・火災等予防対策  

 第 8節 林野火災対策 第 8節 林野火災対策  

52 1 中部森林管理局、県（農林基盤局、防災安全局）、市町村及び森林組合

における措置 

（1）林野火災予防思想の普及、啓発 

１ 中部森林管理局、県（農林基盤局、防災安全局）、市町村（消防機関

を含む）及び森林組合における措置 

（1）林野火災予防思想の普及、啓発  

防災基本計

画を踏まえ

た修正 
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頁 現行（2025年 5月修正）   修正（2026年 2月修正案） 備考 

（追加）県民の林野に対する愛護精神の高揚、火災予防思想の普及啓

発に努める。特に、林野火災の危険性の高い地域には注意心を喚起する

標識等により県民の注意を喚起する。また、林野火災の多発する時期に

は、横断幕、立看板、広報、ポスター等有効な手段を通じて県民に強く

防火思想の普及、啓発を図る。 

 

 

 

 

 

 

（2）林野パトロール等 

（追加）林野火災の未然防止を図るため、森林組合職員等関係者との

連携に努める。 

特に林野火災の多発時期にはパトロール及び啓発活動の強化等を関

係者に依頼する。 

（追加） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（3）森林経営計画等による予防施設の整備 

（追加）森林経営計画等を樹立するにあたっては、地域の実態に即し

た防火施設（防火線、防火樹帯、防火道、防火用水）の整備を加味した

施業方法を取り入れ被害の防止を図る。 

 

（4）林道網の整備 

（追加）林道は合理的な林業経営を図る重要な基盤施設であるととも

ア 中部森林管理局、県及び市町村は、林野火災の出火原因の大半が不

用意な火の取扱いという人為的なものであることにかんがみ、山火事

予防運動等の機会にＳＮＳ等の各種媒体を活用した火の取扱いや不

始末による出火の危険性等の周知により、県民の林野に対する愛護精

神の高揚、火災予防思想の普及啓発に努める。なお、啓発に当たって

は、多発期や休日前に重点的に行うなど林野火災の発生傾向にも十分

留意するものとする。 

イ 中部森林管理局、県及び市町村は、林野火災の未然防止と被害の軽

減を図るため、林野火災の発生危険度等に係る情報の発信に努めると

ともに、標識板や立看板、広報資料、ポスター等有効な手段を通じて

県民に強く防火思想の普及、啓発を図る。 

（2）林野パトロール等  

中部森林管理局、県及び市町村は、林野火災の未然防止を図るため、

森林組合職員等関係者との連携に努める。 特に林野火災の多発時期に

はパトロール及び啓発活動の強化等を関係者に依頼する。  

 (3)林野火災に対する警戒の強化 

県及び市町村は、火入れの許可申請の徹底やたき火等の把握に取り組

むとともに、火入れやたき火等を行う者が火災予防上必要な措置の徹底

を図るよう、適切な対応を行うものとする。また、市町村は、許可した

火入れの情報等を消防機関に共有する。 

県及び市町村は、乾燥や強風等の気象状況に応じて的確に火災に関す

る警戒情報等を発表し、周知するとともに、住民等に対する注意喚起、

監視パトロール等の強化など適切な対応を行うものとする。 

 (4)林野所有者（管理者）に対する指導 

県及び市町村は、林野所有者（管理者）に対し、防火線の設置、防火

性のある樹種の植栽等による森林の整備、火災多発期における巡視等林

野火災防止に努めるよう指導する。 

（5）森林経営計画等による予防施設の整備  

中部森林管理局、県、市町村及び森林組合は、森林経営計画等を樹立

するにあたっては、地域の実態に即した防火施設（防火線、防火樹帯、

防火道、防火用水）の整備を加味した施業方法を取り入れ被害の防止を

図る。  

（6）林道網の整備  

中部森林管理局、県及び市町村は、林道は合理的な林業経営を図る重

及び 

記載場所の

整理 
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頁 現行（2025年 5月修正）   修正（2026年 2月修正案） 備考 

に林野火災の初期消火作業が十分発揮でき、また、防火線としての役割

も加味した林道網の整備を図る。 

（5）防火用水の整備 

（追加）各種事業の工作物と自然水を防火用として活用できるよう整

備を図る。（追加） 

 

 

（6）予防機材等の整備 

（追加）林野火災の発生の危険性が高い地域に予防機材、初期消火機

材等の配備を図る。 

（追加） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

要な基盤施設であるとともに林野火災の初期消火作業が十分発揮でき、

また、防火線としての役割も加味した林道網の整備を図る。  

（7）防火用水の整備  

中部森林管理局、県及び市町村は、各種事業の工作物と自然水を防火

用として活用できるよう整備を図る。また、市町村は、防火水槽、簡易

防火用水など初期消火のための施設を配備し、県は、これらの施設の配

備を促進する。 

（8）予防機材等の整備  

中部森林管理局、県及び市町村は、林野火災の発生の危険性が高い地

域に予防機材、初期消火機材等の配備を図る。 

（9）林野火災を想定した消防計画等の策定・必要な資機材の整備 

  市町村は、林野火災を想定した消防計画や林野火災防御図のほか、強

風下の林野火災を想定した飛び火警戒要領等の策定等を行い、効果的な

消火活動体制を整備する。 

  また、水利が限られる山間地での消火活動の実施のため、自然水利の

利用や消防用水の確保が可能な車両、可搬式消火機材等、林野内への送

水や放水を可能にする資機材の充実強化を図るとともに、建設業者等の

所有車両の活用に向けて連携を強化する。 

  さらに、熱源探査を活用した効果的な延焼状況等の把握や消火活動の

ため、熱画像直視装置や無人航空機等の関連する資機材の整備を促進す

る。 

（10）迅速かつ円滑な災害応急対策への備え 

林野火災は、ひとたび発生すると気象条件や地形、飛び火の発生等に

より急激な延焼拡大等に至る場合があること、気象状況の変化により延

焼方向の急変や飛び火等が発生するおそれがあること、その消火活動に

おいては、全体像の把握や、狭隘・急峻な林野内への進入・放水活動に

困難な場合があること、活動が長期化し多くの人員を必要とすること等

に留意して備えを行う必要がある。このため、県及び市町村は、指揮体

制の早期確立、速やかな応援要請、地上・空中消火の連携を基本とした

災害対応等の実施のための備えを行う。 

（11）ヘリコプターによる空中消火の積極的な推進 

  県及び市町村は、ヘリコプターによる空中消火を積極的に推進するた

め、ヘリコプター、活動拠点、熱源探査装置を含む資機材等の整備を推

進する。 
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頁 現行（2025年 5月修正）   修正（2026年 2月修正案） 備考 

（12）消防団の訓練及び資機材等の充実 

  市町村は、林野火災においては迅速な初期消火が重要であることか

ら、消防団について、消防本部等と連携した実践的かつ効果的な訓練の

充実や、悪条件下での情報伝達体制の強化、火災対応能力の向上に必要

な資機材等の充実等を図る。 

（13）訓練の実施 

  市町村は、広域応援など様々な状況を想定し、消防計画や林野火災防

御図等を活用した、より実践的な消火等の訓練を実施する。 

52 2 県（農林基盤局）及び市町村における措置 

県及び市町村は、林野所有（管理）者に対し、防火線の設置、森林の整

備、火災多発期における巡視等林野火災防止に努めるよう指導する。ま

た、火入れに際しては、森林法に基づいて実施し、消防機関及び隣地所有

者との連絡を十分にとり、安全を期するよう指導する。 

（削除） 記載場所の

整理 

 第 5章 建築物等の安全化 第 5章 建築物等の安全化  

 第 1節 交通関係施設対策 第 1節 交通関係施設対策  

 

56 

（略） 

5 港湾・漁港 

中部地方整備局、県（建設局）、名古屋港管理組合及び市町村は、次の

対策を実施又は推進する。 

（1）港湾改修 

近年の高波災害や気候変動を踏まえ、耐波性能の照査や既存施設の補

強を推進する。また、船舶の大型化に伴い、航路や泊地の拡幅、増深を

図るとともに、災害時における緊急物資の海上輸送路を確保するため、

係留施設の整備を行う。さらに、台風、高潮災害時による被害を低減す

るため、コンテナ等の流失防止柵や埠頭用地等の嵩上げを実施する。 

 

（略） 

（略） 

5 港湾・漁港 

中部地方整備局、県（都市・交通局）、名古屋港管理組合及び市町村は、

次の対策を実施又は推進する。 

（1）港湾改修 

近年の高波災害や気候変動を踏まえ、耐波性能の照査や既存施設の補

強を推進する。また、船舶の大型化に伴い、航路や泊地の拡幅、増深を

図るとともに、災害時における緊急物資の海上輸送路を確保するため、

係留施設の整備を行い、港湾の防災拠点機能を確保する。さらに、台風、

高潮災害時による被害を低減するため、コンテナ等の流出防止柵や埠頭

用地等の嵩上げを実施する。 

（略） 

防災基本計

画を踏まえ

た修正 

及び 

語句の修正 

 第 2節 ライフライン関係施設対策 第 2節 ライフライン関係施設対策  

59 4 上水道 

（略） 

（7）自家発電設備等の整備 

（略） 

（追加） 

 

4 上水道 

（略） 

（7）自家発電設備等の整備 

（略） 

（8）施設の防災性の向上 

発災後に迅速に復旧できるよう、上下水道システムの基幹施設等の最

防災基本計

画を踏まえ

た修正 
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頁 現行（2025年 5月修正）   修正（2026年 2月修正案） 備考 

優先で復旧すべき箇所をあらかじめ定めておくなど、上下水道一体と

なった対応に努める。また、宅内配管についても迅速に復旧できるよう、

あらかじめ体制の構築に努める。 

（9）防災非常時の協力体制の確立 

水道事業者（市町村）は、発災後においても施設の維持又は修繕が迅

速かつ円滑に行われるよう民間事業者等との協定締結などに努める。 

59 5 下水道 

（略） 

（4）協定の締結 

（略） 

（追加） 

5 下水道 

（略） 

（4）協定の締結 

（略） 

（5）防災体制の強化 

発災後に迅速に復旧できるよう、上下水道システムの基幹施設等の最

優先で復旧すべき箇所をあらかじめ定めておくなど、上下水道一体と

なった対応に努める。さらに、宅内配管についても迅速に復旧できるよ

う、あらかじめ体制の構築に努める。 

防災基本計

画を踏まえ

た修正 

 第 6章 都市の防災性の向上 第 6章 都市の防災性の向上  

63 ■基本方針 

○ 都市計画のマスタープラン等に基づき、適切に土地利用計画を定め、

道路・公園等の防災上重要な都市施設の整備や建築物の不燃化を促進

し、さらに都市基盤施設が不足する密集市街地では、土地区画整理事業

や市街地再開発事業等の面的整備事業を促進する。（略） 

（追加） 

■基本方針 

○ 都市計画のマスタープラン等に基づき、適切に土地利用計画を定め、

道路・公園等の防災上重要な都市施設の整備や建築物の不燃化を促進

し、さらに都市基盤施設が不足する密集市街地では、土地区画整理事業

や市街地再開発事業等の面的整備事業を促進する。（略） 

○ 溢水、湛水等による災害の発生のおそれのある土地の区域について都

市的土地利用の誘導を検討するに当たっては、豪雨、洪水、高潮、土砂

災害等に対するリスクの評価のほか、その地域の状況や地域でとり得る

防災・減災対策を幅広く考慮して総合的に判断することとし、必要に応

じて、移転等も促進するなど、風水害に強い土地利用の推進に努める。 

防災基本計

画を踏まえ

た修正 

 第 8章 応急対策活動等のための施設、資機材、体制等の整備 第 8章 応急対策活動等のための施設、資機材、体制等の整備  

70 

 

71 

2 県（防災安全局）における措置 

（略） 

（5）防災情報システムの整備 

県は、防災行政無線を活用する防災情報システムを整備することによ

り、市町村及び防災関係機関から、人的被害、住家被害、ライフライン

被害、道路・河川・砂防被害などの被害情報、避難情報、避難所の開設

情報を収集伝達し、県、市町村及び防災関係機関との間でリアルタイム

2 県（防災安全局）における措置 

（略） 

（5）防災情報システムの整備 

県は、防災行政無線を活用する防災情報システムを整備することによ

り、市町村及び防災関係機関から、人的被害、住家被害、ライフライン

被害、道路・河川・砂防被害などの被害情報、避難情報、避難所の開設

情報を収集伝達し、県、市町村及び防災関係機関との間でリアルタイム

防災基本計

画を踏まえ

た修正 



風水害等災害対策計画 新旧対照表  

10 

 

頁 現行（2025年 5月修正）   修正（2026年 2月修正案） 備考 

の情報の共有化を図る。 

なお、（追加）本システムと（追加）総合防災情報システム（SOBO-WEB）

間でデータ連携を行うこととする。 

 

さらに、市町村の災害対応業務の省力化、避難判断プロセスの効率化な

どを目指し、市町村防災支援システムの運用を行う。 

（略） 

の情報の共有化を図る。 

なお、災害時に災害対応基本共有情報（ＥＥＩ）に基づいた関係機関

との迅速な情報連携を行えるよう、あらかじめ本システムと新総合防災

情報システム（SOBO-WEB）間でデータ連携を行うこととする。 

さらに、市町村の災害対応業務の省力化、避難判断プロセスの効率化

などを目指した運用を行う。 

（略） 

73 8 救助・救急に係る施設・設備等 

（略） 

（追加） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 道路等の復旧に係る施設・設備等 

（略） 

8 救助・救急に係る施設・設備等 

（略） 

9 保健医療福祉活動に係る体制整備等 

（1）保健医療福祉活動の体制の強化 

県は、大規模災害時に保健医療活動チームの派遣調整、保健医療活動

に関する情報の連携、整理及び分析等の保健医療活動の総合調整を遅滞

なく行うための本部（以下「保健医療調整本部」という。）が円滑に機能

するよう、体制の充実・強化に努めるものとする。また、県は、災害時

に福祉部連絡要員による保健医療調整本部との円滑な情報共有等を行

うため、平時から連携体制の構築に努めるものとする。 

（2）保健医療・福祉に係る関係者間の連携体制の構築 

県は、平時から保健医療福祉活動チームと合同での訓練や研修、会議

の開催等により、災害時の保健医療福祉活動に係る関係者間の連携体制

の構築や共通認識の醸成に努めるものとする。 

10 道路等の復旧に係る施設・設備等 

（略） 

防災基本計

画を踏まえ

た修正 

73 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 物資等の備蓄、調達供給体制の確保 

（1）（追加） 

市町村及び県は、大規模な災害が発生した場合の被害及び外部支援の

時期を想定し、孤立が想定されるなど地域の地理的条件や過去の災害等

を踏まえ、必要とされる食料、飲料水（ペットボトル等）、生活必需品、

燃料、ブルーシート、土のう袋その他の物資についてあらかじめ備蓄・

調達・輸送体制を整備し、それら必要な物資の供給のための計画を定め

ておくとともに、新物資システム（B-PLo）を活用し、あらかじめ、備蓄

物資や物資拠点の登録に努めるものとする。 特に、交通の途絶等によ

り地域が孤立した場合でも食料・飲料水・医薬品等の救援物資の緊急輸

送が可能となるよう、無人航空機等の輸送手段の確保に努めるものとす

11物資等の備蓄、調達供給体制の確保 

（1）物資の備蓄 

市町村及び県は、大規模な災害が発生した場合の被害及び外部支援の

時期を想定し、孤立が想定されるなど地域の地理的条件や過去の災害等

を踏まえ、必要とされる食料、飲料水（ペットボトル等）、生活必需品、

燃料、ブルーシート、土のう袋その他の物資についてあらかじめ備蓄す

るとともに、その備蓄状況については、年に１回、広く住民に公表する

ものとする。 

 

 

 

防災基本計

画を踏まえ

た修正 

及び 

記載場所の

整理 
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74 

 

る。 

なお、備蓄を行うに当たっては、大規模な災害が発生した場合には、

物資の調達や輸送が平常時のようには実施できないという認識に立っ

て、初期の対応に十分な量の物資を備蓄するほか、物資の性格に応じ、

集中備蓄又は避難所の位置を勘案した分散備蓄を行うなどの観点に対

しても配慮する。 また、避難生活で特に重要となる仮設トイレについ

ても、備蓄に努めるものとする。 

（追加） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（2）（追加） 

市町村及び県は、広域応援による食料の供給が開始されるまでの期間

に対処するため、家庭において可能な限り 1 週間分程度、最低でも 3 日

間分の食料を備蓄しておくよう啓発する。 

（3）（追加） 

市町村及び県は、災害時に迅速に食料、飲料水、生活必需品、燃料そ

の他の物資を調達、輸送できるよう、平常時から、訓練等を通じて、物

資の備蓄状況や運送手段の確認を行うとともに、災害協定を締結した民

間事業者等の発災時の連絡先、要請手続等の確認を行うよう努めるもの

とする。なお、燃料については、あらかじめ、石油販売業者と、燃料の

優先供給について協定の締結を推進するとともに、平常時から受注機会

 

なお、備蓄を行うに当たっては、大規模な災害が発生した場合には、

物資の調達や輸送が平常時のようには実施できないという認識に立っ

て、初期の対応に十分な量の物資を備蓄するほか、物資の性格に応じ、

集中備蓄又は避難所の位置を勘案した分散備蓄を行うなどの観点に対

しても配慮する。 また、避難生活で特に重要となる仮設トイレについ

ても、備蓄に努めるものとする。 

（2）調達・輸送体制 

災害時における調達・輸送体制を整備し、必要な物資の供給のための

計画を定めておくとともに、あらかじめ登録されている物資の輸送拠点

を速やかに開設できるよう、物資の輸送拠点の管理者の連絡先や開設手

続を関係者間で共有するなど、備蓄物資の提供を含め、速やかな物資支

援のための準備に努めるものとする。  

また、県は、災害の規模等にかんがみ、被災市町村が自ら物資の調達・

輸送を行うことが困難な場合にも被災者に物資を確実かつ迅速に届け

られるよう、物資の要請体制・調達体制・輸送体制など、供給の仕組み

の整備を図るものとする。特に、交通の途絶等により地域が孤立した場

合でも食料・飲料水・医薬品等の救援物資の緊急輸送が可能となるよう、

無人航空機等の輸送手段の確保に努めるものとする。 

（3）新物資システム（Ｂ－ＰＬｏ）の活用 

市町村及び県は、新物資システム（Ｂ－ＰＬо）を活用し、施設（備

蓄倉庫・物資拠点・避難所）ごとの備蓄物資の品目・数量や施設概要等

の情報を定期的に更新するなど、最新の状況を把握するものとする。 

（4）家庭における備蓄の啓発 

市町村及び県は、広域応援による食料の供給が開始されるまでの期間

に対処するため、家庭において可能な限り 1 週間分程度、最低でも 3 日

間分の食料を備蓄しておくよう啓発する。 

（5）訓練の実施等 

市町村及び県は、災害時に迅速に食料、飲料水、生活必需品、燃料そ

の他の物資を調達、輸送できるよう、平常時から、訓練等を通じて、物

資の備蓄状況や運送手段の確認を行うとともに、災害協定を締結した民

間事業者等の発災時の連絡先、要請手続等の確認を行うよう努めるもの

とする。なお、燃料については、あらかじめ、石油販売業者と、燃料の

優先供給について協定の締結を推進するとともに、平常時から受注機会
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頁 現行（2025年 5月修正）   修正（2026年 2月修正案） 備考 

の増大などに配慮するよう努めるものとする。 

（4）県は、災害の規模等にかんがみ、被災市町村が自ら物資の調達・輸

送を行うことが困難な場合にも被災者に物資を確実かつ迅速に届けら

れるよう、物資の要請体制・調達体制・輸送体制など、供給の仕組みの

整備を図るものとする。 

の増大などに配慮するよう努めるものとする。 

（削除） 

 

75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

76 

（略） 

12 災害廃棄物処理に係る事前対策 

（1）市町村災害廃棄物処理計画の策定 

市町村は、災害廃棄物対策指針（平成 30 年 3 月改定：環境省）に基

づき、市町村災害廃棄物処理計画を策定し、円滑かつ迅速に災害廃棄物

を処理できるよう、災害廃棄物の仮置場の確保や運用方針、一般廃棄物

（避難所ごみや仮設トイレのし尿等）の処理を含めた災害時の廃棄物の

処理体制、周辺の地方公共団体や民間事業者等との連携・協力等につい

て、具体的に示すものとする。（追加） 

 

（2）県災害廃棄物処理計画の策定 

県（環境局）は、愛知県災害廃棄物処理計画（平成 28 年 10 月）に

基づき、円滑かつ迅速に災害廃棄物を処理できるよう、市町村が行う災

害廃棄物対策に対する技術的な援助を行うとともに、市町村間や民間事

業者、他県、国等との連携体制を整備する。また、（追加）県及び市町

村、関係団体の職員を対象として、（追加）人材育成・訓練を実施する。 

（略） 

 

 

（追加） 

 

 

 

13罹災証明書の発行体制の整備 

（1）市町村は、災害時に罹災証明書の交付が遅滞なく行われるよう、住

家被害の調査や罹災証明書の交付の担当部局を定め、住家被害の調査

の担当者の育成、他の地方公共団体や（追加）民間団体との応援協定

の締結、応援の受入れ体制の構築等を計画的に進めるなど、罹災証明

書の交付に必要な業務の実施体制の整備に努めるものとする。 

（略） 

13 災害廃棄物処理に係る事前対策 

（1）市町村災害廃棄物処理計画の策定 

市町村は、災害廃棄物対策指針（平成 30 年 3 月改定：環境省）に基

づき、市町村災害廃棄物処理計画を策定し、円滑かつ迅速に災害廃棄物

を処理できるよう、災害廃棄物の仮置場の確保や運用方針、一般廃棄物

（避難所ごみや仮設トイレのし尿等）の処理を含めた災害時の廃棄物の

処理体制、周辺の地方公共団体や民間事業者等との連携・協力等につい

て、具体的に示すものとする。また、必要に応じて、市町村災害廃棄物

処理計画の見直しを行い、計画の実効性向上に努める。 

（2）県災害廃棄物処理計画の策定 

県（環境局）は、愛知県災害廃棄物処理計画（平成 28 年 10 月）に

基づき、円滑かつ迅速に災害廃棄物を処理できるよう、市町村が行う災

害廃棄物対策に対する技術的な援助を行うとともに、市町村間や民間事

業者、他県、国等との連携体制を整備する。また、必要に応じて、県災

害廃棄物処理計画の見直しを行い、計画の実効性の向上に努めながら、

県及び市町村、関係団体の職員を対象として、定期的に人材育成・訓練

を実施する。 

（略） 

14 事前復興まちづくり 

県（都市・交通局）及び市町村は、被災後に早期かつ的確に復興まちづ

くりを行えるよう、事前復興まちづくり計画策定等の復興事前準備の取

組に努めるものとする。 

15 罹災証明書の発行体制の整備 

（1）市町村は、災害時に罹災証明書の交付が遅滞なく行われるよう、住

家被害の調査や罹災証明書の交付の担当部局を定め、住家被害の調査

の担当者の育成、他の地方公共団体や不動産鑑定士や行政書士等の士

業団体その他の民間団体との応援協定の締結、応援の受入れ体制の構

築等を計画的に進めるなど、罹災証明書の交付に必要な業務の実施体

防災基本計

画を踏まえ

た修正 
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頁 現行（2025年 5月修正）   修正（2026年 2月修正案） 備考 

 

（略） 

（3）県は、市町村に対し、住家被害の調査の担当者のための研修機会の

拡充等により、災害時の住家被害の調査の迅速化を図るものとする。 

また、育成した調査の担当者の名簿への登録、他の都道府県や（追

加）民間団体との応援協定の締結等により、応援体制の強化を図るも

のとする。 

（追加） 

制の整備に努めるものとする。 

（略） 

（3）県は、市町村に対し、住家被害の調査の担当者のための研修機会の

拡充等により、災害時の住家被害の調査の迅速化を図るものとする。   

また、育成した調査の担当者の名簿への登録、他の都道府県や不動

産鑑定士や行政書士等の士業団体その他の民間団体との応援協定の

締結等により、応援体制の強化を図るものとする。 

16 被災者支援業務の迅速化・効率化 

市町村は、国のクラウド型被災者支援システム等の被災者支援業務を

支援するシステムを活用するなど、当該業務の迅速化・効率化を積極的

に検討するものとする。 

 第 10章 避難所・要配慮者支援・帰宅困難者対策 第 10章 避難所・要配慮者支援・帰宅困難者対策  

 第 1節  避難所の指定・整備等 第 1節  避難所の指定・整備等  

85 

 

87 

 

 

 

 

 

 

 

 

市町村における措置 

（略） 

（8）避難所以外で避難生活を送る避難者等への支援 

ア 市町村は、（追加）在宅避難者等が発生する場合や、避難所のみで避

難者等を受け入れることが困難となる場合に備えて、あらかじめ、地

域の実情に応じ、在宅避難者等が利用しやすい場所に在宅避難者等の

支援のための拠点を設置すること等、在宅避難者等の支援方策を検討

するよう努めるものとする。 

 

 

（略） 

市町村における措置 

（略） 

（8）避難所以外で避難生活を送る避難者等への支援 

ア 市町村は、指定避難所だけでなく、協定・届出避難所として位置付

けられた避難所についても、あらかじめ情報を把握するとともに、在

宅避難者等が発生する場合や、避難所のみで避難者等を受け入れるこ

とが困難となる場合に備えて、あらかじめ、地域の実情に応じ、在宅

避難者等が利用しやすい場所に在宅避難者等の支援のための拠点を

設置すること等、在宅避難者等の支援方策を検討するよう努めるもの

とする。 

（略） 

防災基本計

画を踏まえ

た修正 

 第 2節 要配慮者支援対策 第 2節 要配慮者支援対策  

87 

 

 

88 

県（福祉局、保健医療局、観光コンベンション局、県民文化局、防災安

全局、教育委員会）、市町村及び社会福祉施設等管理者における措置 

（略） 

（3）避難行動要支援者対策 

ア 市町村は、要配慮者のうち、災害時において自ら避難することが困

難であって、円滑かつ迅速な避難の確保の観点で特に支援を要する避

難行動要支援者に対する避難支援の全体的な考え方を整理する。ま

た、名簿に登載する避難行動要支援者の範囲、名簿作成に関する関係

部署の役割分担、名簿作成に必要な個人情報及びその入手方法、名簿

県（福祉局、保健医療局、観光コンベンション局、県民文化局、防災安全

局、教育委員会）、市町村及び社会福祉施設等管理者における措置 

（略） 

（3）避難行動要支援者対策 

ア 市町村は、要配慮者のうち、災害時において自ら避難することが困

難であって、円滑かつ迅速な避難の確保の観点で特に支援を要する避

難行動要支援者に対する避難支援の全体的な考え方を整理する。ま

た、名簿に登載する避難行動要支援者の範囲、名簿作成に関する関係

部署の役割分担、名簿作成に必要な個人情報及びその入手方法、名簿

防災基本計

画を踏まえ

た修正 
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頁 現行（2025年 5月修正）   修正（2026年 2月修正案） 備考 

の更新に関する事項等について、市町村地域防災計画に定めるととも

に、細目的な部分については、避難行動支援の全体計画を定める。 

  さらには、名簿に登載する避難行動要支援者ごとに、当該避難行動

要支援者について避難支援等を実施するための個別避難計画を、市町

村地域防災計画の定めるところにより作成するよう努めるものとす

る。ただし、個別避難計画を作成することについて当該避難行動要支

援者の同意が得られない場合は、この限りではない。 

なお、個別避難計画の作成に当たっては、災害の危険性等地域の実

情に応じて、優先順位の高い避難行動要支援者から個別避難計画を作

成するよう努めるものとする。 

 （追加） 

 

 （略） 

の更新に関する事項等について、市町村地域防災計画に定めるととも

に、細目的な部分については、避難行動支援の全体計画を定める。 

  さらには、名簿に登載する避難行動要支援者ごとに、当該避難行動

要支援者について避難支援等を実施するための個別避難計画を、市町

村地域防災計画の定めるところにより作成するよう努めるものとす

る。ただし、個別避難計画を作成することについて当該避難行動要支

援者の同意が得られない場合は、この限りではない。 

なお、個別避難計画の作成に当たっては、災害の危険性等地域の実

情に応じて、優先順位の高い避難行動要支援者から個別避難計画を作

成するよう努めるものとする。 

また、避難行動要支援者や避難支援等に携わる関係者に対し、制度

の周知・啓発等に努めるものとする。 

  （略） 

 第 11章 広域応援・受援体制の整備 第 11章 広域応援・受援体制の整備  

 第 1節 広域応援・受援体制の整備 第 1節 広域応援・受援体制の整備  

92 

 

93 

2 県（防災安全局、各局）及び市町村における措置 

（略） 

（2）応援協定の締結等 

（略） 

ウ 民間団体等との協定の締結等 

（略） 

また、相互支援体制や連携体制の整備に当たっては、訓練等を通じて、

発災時の連絡先、要請手続等の確認を行うなど、実効性の確保に留意す

ること。 

（追加） 

 

（3）受援体制の整備 

県及び市町村は、国や他の地方公共団体等からの応援職員等を迅速・

的確に受け入れて情報共有や各種調整等を行うため、以下のような受援

体制の整備に努めるものとする。 

（追加） 

 

 

 

2 県（防災安全局、各局）及び市町村における措置 

（略） 

（2）応援協定の締結等 

（略） 

ウ 民間団体等との協定の締結等 

（略） 

また、相互支援体制や連携体制の整備に当たっては、訓練等を通じて、

発災時の連絡先、要請手続等の確認を行うなど、実効性の確保に留意す

ること。 

加えて、県は、市町村に対して協定を締結すべき相手方などについて

適切に助言するよう努めるものとする。 

（3）受援体制の整備 

県及び市町村は、国や他の地方公共団体等からの応援職員等を迅速・

的確に受け入れて情報共有や各種調整等を行うため、以下のような受援

体制の整備に努めるものとする。 

ア 受援計画の作成等 

県及び市町村は、災害の規模や被災地のニーズに応じて円滑に他の

地方公共団体及び防災関係機関から応援を受けることができるよう、

防災業務計画や地域防災計画等に受援計画をそれぞれ位置付けるよう

防災基本計

画を踏まえ

た修正 



風水害等災害対策計画 新旧対照表  
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頁 現行（2025年 5月修正）   修正（2026年 2月修正案） 備考 

 

 

 

 

 

 

ア 受援担当者の選定、執務スペース等の確保 

（略） 

努めるものとし、応援先・受援先の指定、応援・受援に関する連絡・要

請の手順、災害対策本部との役割分担・連絡調整体制、応援機関の活動

拠点、応援要員の集合・配置体制や資機材等の集積・輸送体制等につい

て必要な準備を整えるものとする。 

県は、 市町村の受援計画の作成や実効性の確保に向けて、適切な助

言を行うなどの支援に努めるものとする。 

イ 受援担当者の選定、執務スペース等の確保 

（略） 

 第 2節  応援部隊等に係る広域応援体制の整備 第 2節  応援部隊等に係る広域応援体制の整備  

94 1 県（防災安全局、保健医療局）及び市町村における措置 

（略） 

（4）医療救護活動の広域応援 

（略） 

ア 災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）、災害派遣精神医療チーム（ＤＰＡ

Ｔ）、災害支援ナースの充実強化や実践的な訓練 

（追加） 

 

 

イ ドクターヘリの災害時の運用要領の策定や複数機のドクターヘリ

等が離着陸可能な参集拠点等の確保の運用体制の構築等 

（略） 

（5）自衛隊 

（略） 

（追加） 

 

1 県（防災安全局、保健医療局）及び市町村における措置 

（略） 

（4）医療救護活動の広域応援 

（略） 

ア 災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）、災害派遣精神医療チーム（ＤＰＡ

Ｔ）、災害支援ナースの充実強化や実践的な訓練 

イ 災害時健康危機管理支援チーム（ＤＨＥＡＴ）や保健師等チームの

構成員の人材育成及び資質の維持向上を図るための継続的な研修・訓

練 

ウ ドクターヘリの災害時の運用要領の策定や複数機のドクターヘリ

等が離着陸可能な参集拠点等の確保の運用体制の構築等 

（略） 

（5）自衛隊 

（略） 

（6）被災地学び支援派遣等枠組み（Ｄ－ＥＳＴ） 

県教育委員会は、大規模災害時における児童生徒の学びの継続のた

め、あらかじめ、被災地学び支援派遣等枠組み（Ｄ－ＥＳＴ）に係る体

制の整備を図るものとする。 

防災基本計

画を踏まえ

た修正 

95 3 中部地方整備局における措置 

中部地方整備局は、緊急災害対策派遣隊（ＴＥＣ―ＦＯＲＣＥ）等が迅

速に活動できるよう、（追加）人員の派遣及び資機材の提供を行う体制の

整備を図るとともに、研修及び実践的な訓練の実施により、支援体制の

充実・強化を図るものとする。 

（追加） 

3 中部地方整備局における措置 

中部地方整備局は、緊急災害対策派遣隊（ＴＥＣ―ＦＯＲＣＥ）等が迅

速に活動できるよう、ＴＥＣ－ＦＯＲＣＥ予備隊員を含む人員の派遣及

び資機材の提供を行う体制の整備を図るとともに、研修及び実践的な訓

練の実施により、支援体制の充実・強化を図るものとする。 

また、高度な専門性を有するＴＥＣ－ＦＯＲＣＥアドバイザーやＴＥ

Ｃ－ＦＯＲＣＥパートナーなど多様な主体との更なる連携強化による応

防災基本計

画を踏まえ

た修正 



風水害等災害対策計画 新旧対照表  
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頁 現行（2025年 5月修正）   修正（2026年 2月修正案） 備考 

援体制を進めていく。 

 第 12章 防災訓練及び防災意識の向上 第 12章 防災訓練及び防災意識の向上  

 第 1節  防災訓練の実施 第 1節  防災訓練の実施  

98 

 

 

 

 

 

99 

1 県（防災安全局、各局）及び市町村等における措置 

県は、国や市町村等防災関係機関とできる限り多くの民間企業、ボラ

ンティア団体（追加）及び要配慮者を含めた住民等の協力、連携のもとに

大規模災害に備えて防災訓練を実施する。 

（略） 

 

（6）図上訓練等 

県及び市町村は、職員の災害対応能力の向上を図るため、災害対策本

部及び方面本部等において応急対策活動に従事する本部要員及び方面

本部要員等に対し、実践的な図上訓練や実際的な災害対処訓練(ロール

プレイング方式)等を実施するものとする。 

（追加） 

1 県（防災安全局、各局）及び市町村等における措置 

県は、国や市町村等防災関係機関とできる限り多くの民間企業、ボラ

ンティア団体、自主防災組織及び要配慮者を含めた住民等の協力、連携

のもとに大規模災害に備えて防災訓練を実施する。 

（略） 

（6）図上訓練等 

県及び市町村は、職員の災害対応能力の向上を図るため、災害対策本

部及び方面本部等において応急対策活動に従事する本部要員及び方面

本部要員等に対し、実践的な図上訓練や実際的な災害対処訓練(ロール

プレイング方式)等を実施するものとする。 

（7）各種防災関連システムの操作研修 

  県は、愛知県防災情報システムのほか、新総合防災情報システム（Ｓ

ＯＢＯ－ＷＥＢ）や新物資システム（Ｂ－ＰＬо）等の各種防災関連シ

ステムの利活用の促進や操作習熟を図るため、研修や訓練の実施に努め

る。 

防災基本計

画を踏まえ

た修正 

 第 3編 災害応急対策 第 3編 災害予防  

 第 1章 活動体勢（組織の動員配備） 第 1章 活動体勢（組織の動員配備）  

 第 1節 災害対策本部の設置・運営 第 1節 災害対策本部の設置・運営  

 

 

107 

 

 

 

 

108 

1 県（防災安全局）における措置 

（略） 

（6）災害対策本部職員の動員 

（略） 

（追加） 

 

 

（7）国の現地災害対策本部との調整 

（略） 

1 県（防災安全局）における措置 

（略） 

（6）災害対策本部職員の動員 

（略） 

（7）職員の健康管理 

県は、災害対応業務に従事する職員の健康管理等を徹底するものとす

る。 

（8）国の現地災害対策本部との調整 

（略） 

防災基本計

画を踏まえ

た修正 

108 2 市町村における措置 

（1）組織及び活動体制 

（略） 

（追加） 

2 市町村における措置 

（1）組織及び活動体制 

（略） 

（2）職員の健康管理 

防災基本計

画を踏まえ

た修正 
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頁 現行（2025年 5月修正）   修正（2026年 2月修正案） 備考 

 

 

（2）市町村災害対策本部の設置又は廃止の県等への報告 

（略） 

市町村は、災害対応業務に従事する職員の健康管理等を徹底するもの

とする。 

（3）市町村災害対策本部の設置又は廃止の県等への報告 

（略） 

 第 2節 職員の派遣要請 第 2節 職員の派遣要請  

109 1 県（防災安全局）における措置 

（略） 

（4）被災市町村への県職員の派遣 

県は、被災市町村に職員を派遣する場合、地域や災害の特性等を考慮

した職員の選定に努めるものとする。その際、新型コロナウイルス感染

症を含む感染症対策のため、派遣職員の健康管理を徹底するものとす

る。 

（追加） 

1 県（防災安全局）における措置 

（略） 

（4）被災市町村への県職員の派遣 

県は、被災市町村に職員を派遣する場合、地域や災害の特性等を考慮

した職員の選定に努めるものとする。その際、（削除）感染症対策のた

め、派遣職員の健康管理を徹底するものとする。 

 

なお、自ら派遣する応援職員が円滑に活動できるよう、資機材や装備

品等の整備に努めるものとする。 

防災基本計

画を踏まえ

た修正 

109 

 

110 

2 市町村における措置 

（略） 

（4）被災市町村への市町村職員の派遣 

市町村は、被災市町村に職員を派遣する場合、地域や災害の特性等を

考慮した職員の選定に努めるものとする。その際、新型コロナウイルス

感染症を含む感染症対策のため、派遣職員の健康管理等を徹底するもの

とする。 

（追加） 

2 市町村における措置 

（略） 

（4）被災市町村への市町村職員の派遣 

市町村は、被災市町村に職員を派遣する場合、地域や災害の特性等を

考慮した職員の選定に努めるものとする。その際、（削除）感染症対策の

ため、派遣職員の健康管理等を徹底するものとする。 

 

なお、自ら派遣する応援職員が円滑に活動できるよう、資機材や装備

品等の整備に努めるものとする。 

防災基本計

画を踏まえ

た修正 

 第 3節 災害救助法の適用 第 3節 災害救助法の適用  

110 

 

 

 

 

1 県（防災安全局、県民文化局、福祉局、保健医療局、建築局、教育委

員会）における措置 

（略） 

（3）市町村への委任 

（略） 

1 県（防災安全局、県民文化局、福祉局、保健医療局、建築局、教育委

員会）における措置 

（略） 

（3）市町村への委任 

（略） 

災害救助法

の改正を踏

まえた修正 
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頁 現行（2025年 5月修正）   修正（2026年 2月修正案） 備考 

 
 

 

 

（略） 

 

（略） 

 第 3章 災害情報の収集・伝達・広報 第 3章 災害情報の収集・伝達・広報  

 第 1節 被害状況等の収集・伝達 第 1節 被害状況等の収集・伝達  

135 2県（防災安全局、関係局）の措置 

（略） 

（3）防災ヘリコプター等による災害状況の収集 

県は、防災ヘリコプターや災害対策用指揮車、可搬型衛星通信局、無

人航空機、高所監視カメラを活用するとともに、調査班を編成し、より

積極的に災害状況の収集を行う。 

 

 

2県（防災安全局、関係局）の措置 

（略） 

（3）防災ヘリコプター等による災害状況の収集 

県は、防災ヘリコプターや災害対策用指揮車、可搬型衛星通信局、無

人航空機、高所監視カメラ等による目視、撮影等による情報収集を行う

とともに、収集した画像情報について、関係機関間での迅速な共有に努

めるものとする。また、調査班を編成し、より積極的に災害状況の収集

を行う。 

防災基本計

画を踏まえ

た修正 
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頁 現行（2025年 5月修正）   修正（2026年 2月修正案） 備考 

（4）災害の状況及び応急対策活動情報の国への報告 

市町村からの報告、自らの調査及び防災関係機関等の情報により、災

害対策基本法第 53 条による報告、災害報告取扱要領（昭和 45 年 4 月

10 日消防防第 246 号）及び即報要領による報告を一体として内閣総理

大臣（消防庁経由）に行うとともに、必要に応じ関係省庁及び関係地方

公共団体に連絡する。また、応急対策終了後 20 日以内に災害対策基本

法及び消防組織法に基づく確定報告を行う。 

 

（略） 

（4）災害の状況及び応急対策活動情報の国への報告 

市町村からの報告、自らの調査及び防災関係機関等の情報により、災

害対策基本法第 53 条による報告、災害報告取扱要領（昭和 45 年 4 月

10 日消防防第 246 号）及び即報要領による報告を一体として内閣総理

大臣（消防庁経由）に行うとともに、新総合防災情報システム（ＳＯＢ

Ｏ－ＷＥＢ）を活用して関係省庁及び関係地方公共団体に連絡する。ま

た、応急対策終了後 20 日以内に災害対策基本法及び消防組織法に基づ

く確定報告を行う。 

（略） 

 第 4章 応援協力・派遣要請 第 4章 応援協力・派遣要請  

144 ■主な機関の応急活動 

 

 

■主な機関の応急活動 

 

 

「あいち広

域 ボ ラ ン

ティア・Ｎ

ＰＯ支援本

部」の設置

に伴う修正 

及び 

防災基本計

画を踏まえ

た修正 

 第 1節 応援協力 第 1節 応援協力  

147 2 市町村における措置 

（1）知事に対する応援要求等（災害対策基本法第 68 条） 

（略） 

（追加） 

 

2 市町村における措置 

（1）知事に対する応援要求等（災害対策基本法第 68 条） 

（略） 

（2) 知事に対する応急措置の実施の要請の要求等（災害対策基本法第 68 

条の２） 

防災基本計

画を踏まえ

た修正 
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頁 現行（2025年 5月修正）   修正（2026年 2月修正案） 備考 

 

 

 

 

 

（2）他の市町村長に対する応援要求（災害対策基本法第 67 条） 

（略） 

市町村長は、応急措置が的確かつ円滑に行われるようにするため必要

があると認めるときは、県に対し、指定行政機関又は関係指定地方行政

機関に対する応急措置の実施の要請をするよう求めるものとする。 

市町村は、県との通信の途絶等の理由により、上段の要求ができない

場合には、その旨及び当該市町村の地域における災害の状況を指定地方

行政機関に通知するものとする。 

（3）他の市町村長に対する応援要求（災害対策基本法第 67 条） 

（略） 

147 3 中部地方整備局における措置 

（追加） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（1）市町村の応急措置の代行（災害対策基本法第 78条の 2） 

（略） 

3 指定地方行政機関における措置 

（1）知事からの求めに基づく応援等（災害対策基本法第 74 条の４第 1 項）  

知事から、道路の啓開や港湾・漁港施設の応急復旧その他の応援を求

められ、又は災害応急対策の実施を要請された指定地方行政機関は、正

当な理由がない限り、応援又は災害応急対策を行うものとする。 

（2）知事からの要求を待たない応援（災害対策基本法第 74 条の４第 2 項）  

指定地方行政機関は、知事が災害応急対策を的確かつ迅速に実施する

ことが困難であると認める場合において、その事態に照らし緊急を要

し、知事からの応援の要求を待ついとまがないと認められるときは、当

該要求を待たないで、応援をすることができる。 

（3）市町村からの通知に基づく応急措置の実施（災害対策基本法第 68 条の２） 

2（2）の場合において、当該通知を受けた指定地方行政機関は、その

事態に照らし緊急を要し、知事からの要請を待ついとまがないと認めら

れるときは、当該要請を待たないで、応急措置を実施することができる。 

（4）市町村の応急措置の代行（災害対策基本法第 78条の 2） 

（略） 

防災基本計

画を踏まえ

た修正 

 第 4節 ボランティアの受入 第 4節 ボランティアの受入  

152 1 県（防災安全局）における措置 

（1）県は、市町村ボランティアセンターを支援するため、広域ボランティ

ア支援本部を設置し、コーディネーターの派遣を協力団体に要請する。

併せて、机、椅子及び電話等必要な資機材を確保する。 

（2）広域ボランティア支援本部に配置された県職員は、ボランティアの

受入れに関してコーディネーターの自主性を尊重し、県災害対策本部

との間の必要な情報提供や資機材の提供等を行うなどの支援を行うも

のとする。 

（3）広域ボランティア支援本部においては、コーディネーターから依頼

1 県（防災安全局）における措置 

（1）県は、市町村ボランティアセンターを支援するため、あいち広域ボ

ランティア・ＮＰＯ支援本部を設置し、コーディネーターの派遣を協

力団体に要請する。併せて、机、椅子及び電話等必要な資機材を確保す

る。 

（2）あいち広域ボランティア・ＮＰＯ支援本部に配置された県職員は、

ボランティアの受入れに関してコーディネーターの自主性を尊重し、

県災害対策本部との間の必要な情報提供や資機材の提供等を行うなど

の支援を行うものとする。 

「あいち広

域 ボ ラ ン

ティア・Ｎ

ＰＯ支援本

部」の設置

に伴う修正 
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頁 現行（2025年 5月修正）   修正（2026年 2月修正案） 備考 

があったときは、愛知県防災ボランティアグループ登録制度推進要綱

に基づき、登録ボランティアグループにボランティア協力応援を依頼

する。 

 

（略） 

（3）あいち広域ボランティア・ＮＰＯ支援本部においては、コーディネー

ターから依頼があったときは、愛知県防災ボランティアグループ登録

制度推進要綱に基づき、登録ボランティアグループにボランティア協

力応援を依頼する。 

（略） 

153 3 コーディネーターの役割 

（1）市町村の災害ボランティアセンターに派遣されたコーディネーター

は、ボランティアの受入れ（受付、需給調整など）やボランティアヘの

支援要請の内容把握等を行う。 

（2）県の広域ボランティア支援本部に派遣されたコーディネーターは、

災害ボランティアセンターのボランティアの受入れが円滑に行えるよ

うに、次のような支援を行う。 

（略） 

3 コーディネーターの役割 

（1）市町村の災害ボランティアセンターに派遣されたコーディネーター

は、ボランティアの受入れ（受付、需給調整など）やボランティアヘの

支援要請の内容把握等を行う。 

（2）県のあいち広域ボランティア・ＮＰＯ支援本部に派遣されたコー

ディネーターは、災害ボランティアセンターのボランティアの受入れ

が円滑に行えるように、次のような支援を行う。 

（略） 

「あいち広

域 ボ ラ ン

ティア・Ｎ

ＰＯ支援本

部」の設置

に伴う修正 

153 

 

 

 

 

 

5 協力が予想されるＮＰＯ・ボランティア関係団体等 

（1）県と「ボランティアの受入体制の整備とネットワーク化の推進等に

関する協定」を締結してる団体 

（略） 

（2）その他のボランティア団体等 

（略） 

 

5 協力が予想されるＮＰＯ・ボランティア関係団体等 

（1）県と「あいち広域ボランティア・ＮＰＯ支援本部に関する協定書」

を締結してる団体 

（略） 

（2）その他のボランティア団体等 

（略） 

 

「あいち広

域 ボ ラ ン

ティア・Ｎ

ＰＯ支援本

部」の設置

に伴う修正 

 第 5節 防災活動拠点の確保等 第 5節 防災活動拠点の確保等  

154 1 県（防災安全局）及び市町村における措置 1 県（防災安全局）及び市町村における措置 防災基本計
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頁 現行（2025年 5月修正）   修正（2026年 2月修正案） 備考 

（略） 

（3）物資の輸送拠点について、県及び市町村は、大規模な災害発生のお

それがある場合、事前に新物資システム（B-PLo）を用いて備蓄状況の

確認を行うとともに、あらかじめ登録されている物資の輸送拠点を速

やかに開設できるよう、物資の輸送拠点の管理者の連絡先や開設手続

を関係者間で共有するなど、備蓄物資の提供を含め、速やかな物資支

援のための準備に努めるものとする。また、物資拠点の効率的な運営

を図るため、速やかに、運営に必要な人員や資機材等を運送事業者等

と連携して確保するよう努めるものとする。 

（略） 

（3）（削除）物資拠点の効率的な運営を図るため、民間事業者との災害時

連携協定に基づいて輸送拠点での物資の受入れ、車両の手配、輸送等

を行う体制を速やかに整え、指定避難所等までの輸送体制を確保する

ものとする。 

 

画を踏まえ

た修正 

及び 

記載場所の

整理 

 第 6章 医療救護・防疫・保健衛生対策 第 6章 医療救護・防疫・保健衛生対策  

162 ■基本方針 

○ 医療救護については、災害医療コーディネーター、周産期リエゾン、

（追加）透析リエゾン、災害看護コーディネーター、医師会、日本赤十

字社、災害拠点病院、災害拠点精神科病院、国立病院機構の病院、県立

病院、市町村等広範囲な協力体制の確立に努めるものとする。 

 

（略） 

■基本方針 

○ 医療救護については、災害医療コーディネーター、周産期リエゾン、

災害薬事コーディネーター、透析リエゾン、災害看護コーディネーター、

医師会、日本赤十字社、災害拠点病院、災害拠点精神科病院、国立病院機

構の病院、県立病院、市町村等広範囲な協力体制の確立に努めるものと

する。 

（略） 

防災基本計

画を踏まえ

た修正 

162 ■主な機関の応急活動 

 

■主な機関の応急活動 

 

防災基本計

画を踏まえ

た修正 

 第 1節 医療救護 第 1節 医療救護  
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頁 現行（2025年 5月修正）   修正（2026年 2月修正案） 備考 

164 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

165 

 

 

166 

1 県（保健医療局）における措置 

（1）医療及び公衆衛生活動に関する調整 

ア 保健医療調整本部及び保健医療調整会議の設置 

県は、県全域の医療及び公衆衛生活動に関する調整や、他都道府県か

らの支援の調整を行う保健医療調整本部を設置するとともに、2 次医療

圏等の区域ごとの医療及び公衆衛生に関する調整を行う保健医療調整

会議を設置し、災害医療コーディネーター、周産期リエゾン、（追加）透

析リエゾン、災害看護コーディネーターや関係機関とともに医療及び公

衆衛生活動に関する調整を行う。 

（略） 

（6）災害支援ナースの派遣要請等 

県は、必要があると認めるときは、災害支援ナースの派遣に関する協

定締結施設等に対し、災害支援ナースの派遣要請を行う。 

（7）ＳＣＵ（航空搬送拠点臨時医療施設）の設置 

（略） 

（追加） 

1 県（保健医療局）における措置 

（1）医療及び公衆衛生活動に関する調整 

ア 保健医療調整本部及び保健医療調整会議の設置 

県は、県全域の医療及び公衆衛生活動に関する調整や、他都道府県か

らの支援の調整を行う保健医療調整本部を設置するとともに、2 次医療

圏等の区域ごとの医療及び公衆衛生に関する調整を行う保健医療調整

会議を設置し、災害医療コーディネーター、周産期リエゾン、災害薬事

コーディネーター、透析リエゾン、災害看護コーディネーターや関係機

関とともに医療及び公衆衛生活動に関する調整を行う。 

（略） 

（6）災害支援ナースの派遣要請等 

県は、必要があると認めるときは、災害支援ナースの派遣に関する協

定締結施設等に対し、災害支援ナースの派遣要請を行う。 

（7）ＳＣＵ（航空搬送拠点臨時医療施設）の設置 

（略） 

（8）船舶を活用した医療活動の要請 

県は、必要に応じ、政府本部（「特定災害対策本部、非常災害対策本部 

又は緊急災害対策本部」をいう。以下同じ。）に対し、被災地域内の港

湾における船舶を活用した医療活動を要請するものとする。 

防災基本計

画を踏まえ

た修正 

 第 7章 交通の確保・緊急輸送対策 第 7章 交通の確保・緊急輸送対策  

 第 2節 道路施設対策 第 2節 道路施設対策  

 

181 

 

182 

（略） 

3 県（建設局）における措置 

（略） 

（4）情報の提供 

（略） 

（追加） 

（略） 

3 県（建設局）における措置 

（略） 

（4）情報の提供 

（略） 

（5）道路占用物件の緊急復旧 

  大規模災害等によりライフラインが被災し、その復旧に急を要する場

合に備え、可能な範囲で、復旧作業の実施に係る手続の簡素化を図るも

のとする。 

復旧に係る

手続簡素化

を推進する

ため 

 第 3節 空港施設対策 第 3節 空港施設対策  

184 （中部国際空港） 

1 中部国際空港株式会社における措置 

中部国際空港株式会社は、滑走路、誘導路、エプロン又は航空保安施設

（中部国際空港） 

1 中部国際空港株式会社における措置 

中部国際空港株式会社は、滑走路、誘導路、エプロン又は航空保安施設

防災基本計

画を踏まえ

た修正 
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頁 現行（2025年 5月修正）   修正（2026年 2月修正案） 備考 

が被害を受け、航空機の離着陸の安全を阻害するおそれが生じたときは、

直ちに使用を一時停止する措置をとるとともに応急工事を実施する。 

（追加） 

が被害を受け、航空機の離着陸の安全を阻害するおそれが生じたときは、

直ちに使用を一時停止する措置をとるとともに応急工事を実施する。 

  また、必要に応じて、国土交通省に対し、災害復旧工事やエプロンの利

用の調整等に関する業務を代行できる制度を活用した支援を要請する。 

 第 9章 避難所・要配慮者支援・帰宅困難者対策 第 9章 避難所・要配慮者支援・帰宅困難者対策  

 第 1節 避難所の開設・運営 第 1節 避難所の開設・運営  

196 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

197 

1 市町村における措置 

（1）避難所の開設  

市町村は、災害のため避難した居住者や滞在者等や被災した住民等

を、一時的に滞在させるための施設として、避難所を必要に応じて開設

するものとする。また、避難所を開設する場合は、あらかじめ施設の安

全性を確認するものとする。ただし、ライフラインの回復に時間を要す

ると見込まれる場合や道路の途絶による孤立が続くと見込まれる場合

は、当該地域に指定避難所を設置・維持することの適否を検討するもの

とする。  

また、避難所を開設した場合に関係機関等による支援が円滑に講じら

れるよう、避難所の開設状況等（追加）を適切に県に報告し、県は、そ

の情報を国に共有するよう努めるものとする。 

 

（略） 

（4）避難所の運営 

市町村は、避難所内の混乱を防止し、安全かつ適切な管理を図るため、

避難所には市町村の職員等を配置するとともに、避難所の運営に当たっ

ては、次の点に留意する。 

（略） 

エ 避難者のニーズ把握と生活環境、プライバシーへの配慮  

避難者のニーズを早急に把握し、避難所における生活環境に注意を

払い、良好な生活の確保に努めるとともに、避難者のプライバシーの

確保に配慮すること。そのため、避難所開設当初からパーティション

や段ボールベッド等の簡易ベッドを設置するよう努めるとともに、食

事供与の状況、トイレの設置状況等の把握に努め、必要な対策を講じ

ること。 

 

 

1 市町村における措置 

（1）避難所の開設  

市町村は、災害のため避難した居住者や滞在者等や被災した住民等

を、一時的に滞在させるための施設として、避難所を必要に応じて開設

するものとする。また、避難所を開設する場合は、あらかじめ施設の安

全性を確認するものとする。ただし、ライフラインの回復に時間を要す

ると見込まれる場合や道路の途絶による孤立が続くと見込まれる場合

は、当該地域に指定避難所を設置・維持することの適否を検討するもの

とする。  

また、避難所を開設した場合に関係機関等による支援が円滑に講じら

れるよう、避難所の開設状況等とともに、指定避難所については当該避

難所に付与された全国共通避難所・避難場所ＩＤを適切に県に報告し、

県は、その情報を国に共有するよう努めるものとする。 

（略） 

（4）避難所の運営 

市町村は、避難所内の混乱を防止し、安全かつ適切な管理を図るため、

避難所には市町村の職員等を配置するとともに、避難所の運営に当たっ

ては、次の点に留意する。 

（略） 

エ 避難者のニーズ把握と避難生活における良好な生活環境の確保 

避難者のニーズを早急に把握するとともに内閣府が作成した「避難

生活における良好な生活環境の確保に向けた取組指針」を踏まえ、次

の事項に留意し、良好な生活環境の確保に努めること。また、国の災害

対応車両登録制度の活用も検討すること。 

（ア）生活空間の確保 

避難所開設当初からプライバシー確保のためのパーティションや

段ボールベッド等の簡易ベッドを設置するよう努めること。 

（イ）食事の提供 

防災基本計

画を踏まえ

た修正 
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オ 避難所運営における女性（追加）の参画等  

避難所の運営における女性（追加）の参画を推進するとともに、男女

のニーズの違い等男女双方の視点等に配慮するものとする。特に、女

性専用の物干し場、更衣室、授乳室の設置や生理用品、女性用下着の女

性による配布、避難所における安全性の確保（追加）など、女性や子育

て家庭（追加）のニーズに配慮した避難所の運営に努めるものとする。 

 

 

カ 避難者への情報提供 

（略） 

また、目の見えない人や耳の聞こえない人、外国人等への情報提供

方法について、「愛知県避難所運営マニュアル」の「避難所利用者の事

情に配慮した広報の例」を参考に配慮すること。 

（略） 

ク 物資の配給等避難者への生活支援 

（略） 

ケ 避難所以外の場所に滞在する被災者への対応 

（略） 

避難者の食事の状況を把握し、栄養バランスの取れた適温の食事の

提供等質の確保にも配慮すること。そのため、炊き出しに利用できる

学校給食施設等の場所、調理器具や食料確保に努めること。 

なお、食物アレルギーや宗教上の理由等により食べられないものが

ある者について、「愛知県避難生活支援マニュアル」を参考に配慮す

ること。 

（ウ）トイレ及び入浴設備の設置 

快適なトイレの設置状況、し尿処理状況、健康のための入浴施設の

設置状況等の把握に努め、必要な対策を講じること。 

オ 避難所運営における女性や子育て家庭の参画等  

避難所の運営における女性や子育て家庭の参画を推進するととも

に、男女のニーズの違い等男女双方の視点等への配慮やこども・若者

の居場所の確保に努めるものとする。特に、女性専用の物干し場、更衣

室、授乳室の設置や生理用品、女性用下着の女性による配布、避難所に

おける安全性の確保、キッズスペースや学習スペースの設置など、女

性や子育て家庭、こども・若者のニーズに配慮した避難所の運営に努

めるものとする。 

カ 避難者への情報提供 

（略） 

また、目の見えない人や耳の聞こえない人、外国人等への情報提供

方法について、「愛知県避難生活支援マニュアル」の「避難所利用者の

事情に配慮した広報の例」を参考に配慮すること。 

（略） 

（削除） 

 

ク 避難所以外の場所に滞在する被災者への対応 

（略） 

 

199 

（略） 

3 広域一時滞在に係る協議等 

（1）市町村における措置 

市町村は、災害が発生し、被災した住民の、当該市町村の区域又は県

域を越えての避難が必要となる場合は、同一都道府県内の他の市町村へ

の受入れについては、避難先市町村と直接協議し、他の都道府県の市町

村への受入れについては、避難先都道府県との協議を県に要求する。 

（略） 

3 広域一時滞在に係る協議等 

（1）市町村における措置 

市町村は、災害が発生し、被災した住民の、当該市町村の区域又は県

域を越えての避難が必要となる場合は、同一都道府県内の他の市町村へ

の受入れについては、避難先市町村と直接協議し、他の都道府県の市町

村への受入れについては、避難先都道府県との協議を県に要求する。 

防災基本計

画を踏まえ

た修正 
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頁 現行（2025年 5月修正）   修正（2026年 2月修正案） 備考 

（追加） その際には、避難先市町村との間で、被災住民に関する情報の共有を

確実に行うものとする。 

また、県内避難先市町村は、受け入れた被災住民に対し、必要な支援

情報を提供するものとする。 

 第 10章 水・食品・生活必需品等の供給 第 10章 水・食品・生活必需品等の供給  

202 ■基本方針 

○ 被災住民に対し、最低限必要な水、食料、生活必需品を供給する。 

（追加） 

 

 

（略） 

■基本方針 

○ 被災住民に対し、最低限必要な水、食料、生活必需品を供給する。 

○ 関係機関は、その備蓄する物資・資機材の供給や物資の調達・輸送に

関し、新物資システム（B-PLO）等を活用し情報共有を図り、相互に協力

するよう努めるものとする。 

（略） 

防災基本計

画を踏まえ

た修正 

 第 1節  給水 第 1節  給水  

202 1 市町村における措置 

（1）被災者等へ飲料水、生活用水等を供給する。 

（2）断水が生じた場合、（追加）目標水量を目安にし、必要な措置を講じ

る。 

 

（略） 

1 市町村における措置 

（1）被災者等へ飲料水、生活用水等を供給する。 

（2）断水が生じた場合、速やかに断水状況を把握した上で、目標水量を

目安にし、応急給水計画を策定するとともに、応急給水に必要な人員、

給水車及び資機材を確保して、応急給水の実施に努めるものとする。 

（略） 

防災基本計

画を踏まえ

た修正 

203 3 応急給水 

（略） 

（3）給水の方法は、目標水量に基づく非常用水源からの「拠点給水」あ

るいは給水車等で輸送する「搬送給水」とするが、内容等により臨機

に対応する。 

3 応急給水 

（略） 

（3）給水の方法は、目標水量に基づく非常用水源からの「拠点給水」あ

るいは給水車等で輸送する「運搬給水」とするが、内容等により臨機

に対応する。 

語句の修正 

203 4 応援体制 

（略） 

（3）県は、被害状況により、必要があると認めたときは、（追加）応援の

可能な県内水道事業者等へ応援するよう指示する。 

4 応援体制 

（略） 

（3）県は、被害状況により、必要があると認めたときは、公益社団法人

日本水道協会愛知県支部長に対し、応援の可能な県内水道事業者等の

応援を要請する。 

表現の整理 

 第 22章 林野火災対策 第 22章 林野火災対策  

270 ■主な機関の応急活動 ■主な機関の応急活動 防災基本計

画を踏まえ

た修正 
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頁 現行（2025年 5月修正）   修正（2026年 2月修正案） 備考 

  

271 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

272 

1 地元市町村（追加）における措置 

（1）大規模な火事災害に係る県への連絡（追加） 

発見者等から大規模な火事災害の連絡を受けたとき、又は自ら発見し

たときは、県に連絡する。（追加） 

 

 

 

（2）避難情報 

地域住民等の避難の指示等については、第 9 章「避難所・要配慮者支

援・帰宅困難者対策」の定めにより実施する。 

（追加） 

 

 

（3）警戒区域の設定及び一般住民に対する立入制限、退去等命令 

（略） 

（4）防火水槽、自然水利等による消防活動 

（追加） 

 

 

直ちに火災現場に出動し、防火水槽、自然水利等を活用し、消防活動

を実施する。 

（追加） 

 

 

 

 

1 地元市町村（地元消防機関を含む）における措置 

（1）大規模な火事災害に係る県への連絡及び林野火災対応の指揮体制の

確立 

発見者等から大規模な火事災害の連絡を受けたとき、又は自ら発見し

たときは、県に連絡する。また、林野火災対応の指揮体制を早期に確立

するとともに、関係機関との調整等を含む消防活動全体の総合調整を行

う。 

（2）避難情報 

地域住民等の避難の指示等については、第 9 章「避難所・要配慮者支

援・帰宅困難者対策」の定めにより実施する。 

なお、林野火災が急激に延焼拡大して避難指示等が広範囲となる場合

があるため、避難行動要支援者の避難支援が適切に行われるよう十分配

慮するものとする。 

（3）警戒区域の設定及び一般住民に対する立入制限、退去等命令 

（略） 

（4）消火活動等 

次の点に留意し、消火活動を行う。 

・火災防御に当たっては人命を第一とし、住家等への延焼防止を最優先

に行う。 

・直ちに火災現場に出動し、防火水槽、自然水利等を活用し、消火活動

を実施する。 

・滑落や落石、火煙に囲まれる危険性等の山間地特有の安全管理を周知

徹底する。 

・無人航空機等を活用し、夜間も含め刻々と変化する災害の状況を的確

に把握する。 

・速やかに火災の状況を把握するとともに、消防計画、林野火災防御図、

防災基本計

画を踏まえ

た修正 
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頁 現行（2025年 5月修正）   修正（2026年 2月修正案） 備考 

 

 

 

 

 

 

 

（5）県及び他市町村への応援要請 

地元市町村で対処できない場合は、（追加）県及び他の市町村に応援

を求めることができる。なお、広域的な消防部隊の応援要請を行う必要

が生じた場合、市町村（消防の一部事務組合、消防を含む一部事務組合

を含む。）は、「愛知県内広域消防相互応援協定」及び「愛知県消防広域

応援基本計画」の定めるところにより、消防相互応援（追加）を行う。 

（略） 

（9）県に対する自衛隊の災害派遣要請依頼、資機材確保の応援要請等 

被災者の救助及び消防活動等に際し、必要があると認めるときは、（追

加）県に対して（追加）自衛隊の災害派遣要請を依頼するとともに化学

消火薬剤等必要資機材の確保について、応援を要請する。 

（略） 

飛び火警戒要領等を活用する。 

・急激な延焼拡大や火災の長期化にも的確に対応できるよう、林野火災

の発生を他の消防機関や消防防災航空隊、自衛隊に情報を共有する。 

・地上消火隊及び消防防災航空隊間の連携により、迅速かつ効果的な消

火活動を行う。 

・活動終期にあっては、空中からの熱源探査並びに地上での警戒及び残

火処理を徹底し、確実な鎮火を行う。 

（5）県及び他市町村への応援要請 

  地元市町村で対処できない場合は、早期に県及び他の市町村に応援を

求める（削除）。なお、広域的な消防部隊の応援要請を行う必要が生じた

場合、地元市町村は、「愛知県内広域消防相互応援協定」及び「愛知県消

防広域応援基本計画」の定めるところにより、消防相互応援の要請を行

う。 

（略） 

（9）県に対する自衛隊の派遣要請依頼、資機材確保の応援要請等 

 被災者の救助及び消防活動等に際し、必要があると認めるときは、地

元市町村は、県に対して早期に自衛隊の災害派遣要請を依頼する。また、

化学消火薬剤等必要資機材の確保について、応援を要請する。 

（略） 

272 

 

 

 

 

 

 

 

273 

 

 

 

 

 

 

2 県（農林基盤局、防災安全局、保健医療局）における措置 

（略） 

（4）防災ヘリコプターによる空中消火 

自衛隊と連携を図りつつ、防災ヘリコプターを積極的に活用し、空中

消火の早期実施を行うよう努める。（追加） 

 

 

（略） 

（6）自衛隊に対する災害派遣要請 

林野火災の空中消火の実施又は空中消火資機材、薬剤等の輸送につい

て必要があると認めるときは、自衛隊へ応援を要請する。また、地元市

町村から化学消火薬剤等必要資機材の確保等について、応援の要求を受

けたときは、積極的に応援する。 

（略） 

（8）消防庁長官に対する緊急消防援助隊、広域航空消防応援等の応援要

2 県（農林基盤局、防災安全局、保健医療局）における措置 

（略） 

（4）防災ヘリコプターによる空中消火 

自衛隊と連携を図りつつ、防災ヘリコプターを積極的に活用し、空中

消火の早期実施に努める。また、迅速かつ効果的な空中消火を行うため、

ヘリコプター機数、給水拠点、燃料補給方法などの調整を行うとともに

地上及び空中の消火活動の連携強化に努める。 

（略） 

（6）自衛隊に対する災害派遣要請 

林野火災の空中消火の実施又は空中消火資機材、薬剤等の輸送につい

て必要があると認めるとき、又は地元市町村からの要請に基づき、自衛

隊へ応援を要請する。また、地元市町村から化学消火薬剤等必要資機材

の確保等について、応援の要求を受けたときは、積極的に応援する。 

（略） 

（8）消防庁長官に対する緊急消防援助隊、広域航空消防応援等の応援要

防災基本計

画を踏まえ

た修正 
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頁 現行（2025年 5月修正）   修正（2026年 2月修正案） 備考 

請 

大規模な林野火災の発生に際しては、必要に応じ消防庁長官に対し人

命救助活動等にあたる他の都道府県で編成している緊急消防援助隊の

応援、ヘリコプターによる広域航空消防応援等の要請を行う。また、市

町村長は、大規模な災害等が発生した場合は、愛知県内広域消防相互応

援協定に基づき援助要請を行う。 

（略） 

請 

大規模な林野火災の発生に際しては、必要に応じ消防庁長官に対し人

命救助活動等にあたる他の都道府県で編成している緊急消防援助隊の

応援、ヘリコプターによる広域航空消防応援等の要請を行う。（削除） 

 

 

（略） 

274 7 応援協力関係 

（略） 

（2）救助及び消防活動等の応援要請を受けた機関は、積極的に協力する。 

（追加） 

7 応援協力関係 

（略） 

（2）救助及び消防活動等の応援要請を受けた機関は、積極的に協力する。 

（3）応援部隊（地元市町村以外の消防機関）による消火活動 

 ・水利が限られる山間地での消火活動の実施のため、自然水利の利用

や消防用水の確保が可能な車両等を活用する。 

 ・人員・資機材の搬送に当たって、山間地の悪路・隘路でも走行可能な

車両を適切に活用する。 

 ・地域の実情に精通した消防団を含む消防機関と情報共有を密にして

連携の強化を図るものとする。 

 ・「愛知県内広域消防相互応援協定」に基づく応援を行うこととなった

場合には、県内応援部隊の調整を行う代表消防機関は、火災の延焼

状況等を把握し、地元市町村の消防機関に対して応援部隊の派遣に

係る調整など支援を行う。 

防災基本計

画を踏まえ

た修正 

 第 4編 災害復旧・復興 第 4編 災害復旧・復興  

 第 4章 被災者等の生活再建等の支援 第 4章 被災者等の生活再建等の支援  

 第 3節 被災者への支援金等の支給、税の減免等 第 3節 被災者への支援金等の支給、税の減免等  

302 
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1 県（総務局、（追加）福祉局、防災安全局、会計局、各種免許・手数料

等所管部局）における措置 

（略） 

（5）災害見舞金の支給 

自然災害により死亡(行方不明を含む)又は重症を負った場合並びに

家屋が全半壊又は床上浸水した場合に、被害程度に応じて見舞金を贈

る。 

（追加） 

1 県（総務局、県民文化局、福祉局、防災安全局、会計局、各種免許・

手数料等所管部局）における措置 

（略） 

（5）災害見舞金の支給 

自然災害により死亡(行方不明を含む)又は重症を負った場合並びに

家屋が全半壊又は床上浸水した場合に、被害程度に応じて見舞金を贈

る。 

（6）特別行政相談活動の連絡・調整等 

  県は、中部管区行政評価局が特別行政相談活動（被災者への生活支援

情報の提供、専用電話を備えた行政相談窓口の開設、特別行政相談所の

指定地方行

政機関への

指定を踏ま

えた修正 
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頁 現行（2025年 5月修正）   修正（2026年 2月修正案） 備考 

開設）を実施する場合、円滑な相談活動の実施に向けて、必要な連絡・

調整を図る。 

303 2 市町村における措置 

（略） 

（4）義援金の受付、支給 

各方面から被災者に対して寄託される義援金を受け付け、義援金配分

委員会を組織し、被害状況に応じた配分計画をたて、被災者へ義援金を

支給する。 

（追加） 

2 市町村における措置 

（略） 

（4）義援金の受付、支給 

各方面から被災者に対して寄託される義援金を受け付け、義援金配分

委員会を組織し、被害状況に応じた配分計画をたて、被災者へ義援金を

支給する。 

（5）特別行政相談活動の連絡・調整等 

  市町村は、中部管区行政評価局が特別行政相談活動（被災者への生活

支援情報の提供、専用電話を備えた行政相談窓口の開設、特別行政相談

所の開設）を実施する場合、円滑な相談活動の実施に向けて、必要な連

絡・調整を図る。 

指定地方行

政機関への

指定を踏ま

えた修正 

 

304 

（略） 

7 中部管区行政評価局における措置 

中部管区行政評価局は、被災者に対する各種支援措置の案内等に対応

する（追加）特別行政相談活動を行うものとする。 

（追加） 

（略） 

7 中部管区行政評価局における措置 

中部管区行政評価局は、被災者に対する各種支援措置の案内等に対応

する次の特別行政相談活動を行うものとする。 

（1）被災者への生活支援情報の提供 

（2）専用電話を備えた行政相談窓口の開設 

（3）特別行政相談所の開設 

 特別行政相談活動を実施する際は、県及び市町村に対して調整等協力

を依頼する。 

指定地方行

政機関への

指定を踏ま

えた修正 

※上記修正に関連する「主な機関の措置」の表の修正については、新旧対照表への記載を省略する。 

 


